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里親制度、小規模住居型児童養育事業、児童自立生活援助事業、   
児童家庭支援センター、被措置児童等虐待に関するQ＆A  

1．里親制度について  

Ql 改正前の里親制度の下で夫婦で里親に登録されている里親夫婦のうち、  
里父のみが養育里親研修を受講し登録手続きが終了した場合、里母は同居  

人となるのか。  

A 里母については、平成22年3月31日まで経過措置があるので養育里親とみ   

なされるが、それまでに養育里親研修を受講し養育里親登録をしなければ、平成   

22年4月1日以後養育里親としての登録はなくなり、同居人となる。  

Q2 改正前の里親制度の下で既登録の里親について、養育里親登録の有効期  
間の起算日はどうなるのか。養育里親研修後からとなるのか。一律に平成  

21年4月1日からとなるのか。  

A 平成21年3月31日までに養育里親研修を含む登録手続きが終了した養育里   

親については、平成21年4月1日から5年間となり、平成21年4月1日以降   
に養育里親研修を含む登録手続きが終了した養育里親については、登録手続きが   

終了した日から5年間となる。  

Q3 養育里親研修の免除規定に、「現に養育里親登録されており、3年以上  
の委託児童の養育経験」と同等以上の能力とあるのはどのような者か。  

例えば養子縁組成立後に養子として養育した期間を含めれば当該児童を  

3年以上養育している場合に対象となるか。  

A この免除規定の対象については、例えば養子を養育した期間のみをもって一概   
に判断できるものではなく、当該養育者の養育経験や児童の処遇に必要な知識等   

の状況を踏まえ、都道府県において判断されたい。  

Q4 更新研修のうち、施設実習が必要となる「未委託里親」とは、更新の時  
点で受託していない里親全員が該当するのか。  

A 更新の時点で子どもを受託していなくとも、都道府県知事が要保護児童の養育   
に関し一定の経験があると認めれば免除できる。  

Q5 施行日において現に委託児童を養育中の里親が、施行日以降（1年間の  
経過措置期間内）に養育里親研修を受講した場合、新しい里親手当はいつ  
から適用されるか。  

A 養育里親研修を含む登録手続きが終了した日を基準とし、その日が1日なら当   

該月から、その他の日なら当該月の翌月から適用となる。   



Q6 施行日において現に児童を受託しており、施行日前に養子縁組を希望す  
る里親を選択している場合は、施行日（平成21年4月分）から里親手当  
がなくなるのか。  

A 施行日に現に子どもを委託されている里親については、養子縁組を希望する里   
親を選択した場合であっても、手当額は施行日から1年間（委託解除された場合   

を除く）は経過的に旧里親手当額（34，000円）を支給することとしている。  
【別添資料Ⅰ①参照】  

Q7 施行日において児童を受託しておらず、施行日までに養子縁組を希望す  

る里親を選択し、施行日後に児童を受託した場合の里親手当の金額はどう  
なるのか。  

A 施行日までに養子縁組を希望する里親を選択し、施行日後に児童が委託された   
場合は、新手当額が適用となるため0円となる。【別添資料Ⅱ①参照】  

なお、施行日後に養子縁組を希望する里親を選択し、その後児童が委託された   

場合も同様に0円となる。【別添資料Ⅱ②参照】  

Q8 施行日までに養育里親研修を含む改正後の養育里親として登録手続きを  
終了している者が、施行日以降、養育里親として児童を受託したが、その  
後事情が変わり養子縁組に向けた手続きが始まった場合の里親手当の金額  

はどうなるのか。  

A 当初は養育里親への委託となるため、新手当額が適用となり72，000円となる。   
その後、養子縁組に向けた手続きが始まった場合の手当額は0円となる。   
【別添資料Ⅱ④参照】  

※ その他、児童を2名受託している場合の手当の取扱い等詳細については、   

別添資料を参照いただきたい。  

Q9－① 施行日までに養育里親研修を含む改正後の養育里親として登録手続  

きを終了している者が、施行日以降、養育里親として児童を受託したが、  

その後事情が変わり養子縁組に向けた手続きが始まった場合の里親手当  

の金額はいつから変更すればよいのか。  

A いったん養育里親を選択した場合は、単に里親が養子縁組を希望しているとい   

う時点ではなく、養子縁組に関し、委託されている児童の実親の同意が得られた   

等により、具体的に養子縁組に向けた手続き等を始める時点の属する月の翌月（1   
日の場合は当該月）からとする。  

Q9－② 「具体的に養子縁組に向けた手続き等を始める時点」とは、家庭裁  
判所へ養子縁組の申立をした時点と考えればよいか？  

A 家庭裁判所に対して養子縁組の申し立てを行った時点と解してよい。  
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QlO 養育里親が入院等により委託児童を監護できなくなった場合は、同居  

人が養育することとして委託を継続することは可能か。  

A 養育里親自身が養育できない期間や、委託児童の福祉の観点等を勘案の上、都   
道府県において適切に判断していただきたい。なお、同居人による養育が長期化   

する等により、養育体制が十分ではないと判断される場合には、同居人に里親登   

録していただくことや、児童の措置変更等も含めて検討することとなる。  

Qll養子縁組を希望する里親は更新が必要なくなるというか。  

A 養子縁組を希望する里親については、登録の有効期間を規定していないが、都   
道府県においては定期的な当該里親の希望の把握や、必要に応じて養育里親の更   

新研修を活用する等の対応をお願いしたい。  

2．小規模住居型児童養育事業（ファミリーホ－ムトにつ‡いて  

Ql 里親からファミリーホームに移行するときに、措置変更の手続きが必  
要か。  

A 都道府県知事が委託を行う主体が里親個人からファミリーホーム事業者に変更   
となることから、措置変更の手続きが必要である。  

Q2  ファミリーホームの整備について、 国庫補助はあるのか。  

A 平成21年度予算案において、ファミリーホームの施設整備費を次世代育成支   
援対策施設整備交付金の対象としたところ。他の児童福祉施設の整備と同様に設   

置主体が地方自治体、社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法   

人、特例社団法人又は特例財団法人の場合が対象となる。（自立援助ホームにつ   

いても同様）  

Q3  ファミリーホームの定員は5名又は6名となっているが、現員が4名  

以下になった場合は事業を休止又は廃止としなければならないのか。  

A 定員とは、定員で定めた人数分だけ、児童を受け入れることができる設備や体   
制を整えていること言う。このため、委託児童の人数が一時的に4名以下となっ   

たとしても、定員数を受け入れることができる体制が整えられており、事業者と   

しても、その意思がある場合には、事業所を休止又は廃止する必要はない。  

4名を超えて委託を受ける意思や体制がない場合には、小規模住居型児童養育   

事業としては、休止又は廃止することになる。  

Q4 1人以上の養育者が当該住居に生活の本拠を置くことになっているが、  

自己所有（自己の賃貸）の物件に住んでいるということが必要か。  

A 生活実態として当該住居に本拠を置くととしており、継続安定して当該住居に  
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居住することが可能な状況にあれば、その建物の所有権の有無や賃貸借契約の名  

義等を条件とするものではない。  

Q5  補助者は、養育者の配偶者又は同居親族や、別に給与所得を受けてい  
る者であっても認められるか。  

A 児童福祉法第34条の15第1項各号に規定する里親の欠格事由に該当しない   

者であれば認められる。  

なお、当然のことながら補助者としての実態は必要である。  

Q6  ファミリーホームに一時保護委託を行うことは可能か。  

A 児童相談所におい て、一時保護委託先として適切と判断されれば、定員内で委   

託を行うことは差し支えない。なお、定員内で一時保護委託が行われた場合には   

措置費の事務費及一般生活費を日額で支弁できるほか、必要に応じてその他事業   

費を支弁できるととしている。  

3．児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）について  

Ql 自立援助ホームの利用の申込みについて、申込みを受けた都道府県の  
区域外の自立援助ホームの利用の希望である場合、入居は可能か。  

A 都道府県の区域外の自立援助ホームの利用を希望する者の申込みを受けた都道   

府県は、当該自立援助ホームを所管する都道府県と必要な連絡及び調整を図らな   

ければならないとされているところである。したがって、調整が整えば申込先の   

都道府県の区域外の自立援助ホームに入居することは可能である。  

なお、措置費の支弁については、原則として申込みを受けた都道府県が支弁す   

ることとするが、都道府県同士の協議による場合はこの限りではない。  

Q2  家庭裁判所からの補導委託等による入居は認められるか。認められる  
場合、措置費の対象児童となるか。  

A 補導委託等による入居については、定員内であること等、児童自立生活援助事   

業の実施に支障のない範囲であれば差し支えない。ただし、当該児童は措置費支   

弁の対象とはならない。  

Q3  事務費及び事業費の支弁の基準が、月初日の実人員数とのことだが、  

月途中に委託した場合に、日割計算を適用するのか。  

A 事務費及び事業費については、月初日の実人員分について月額単価を支払うこ   
ととしており、日割計算は適用しない。   



Q4  自立援助ホームに一時保護委託を行うことは可能か。  

A 児童相談所において、一時保護委託先として適切と判断されれば、定員内で委   

託を行うことは差し支えない。なお、定員内で一時保護委託が行われた場合には   

措置費の事務費及一般生活費を日額で支弁できるほか、必要に応じてその他事業   

費を支弁できるととしている。  

4．児童家庭支援センターについて  

Ql 児童家庭支援センターについて、施設附置の要件が撤廃されるが、新  

たな要件の規定はあるか。  

A 法改正後は、都道府県知事が児童福祉法第27条第1項第2項による指導委託   

先としても適切な水準の専門性を有する機関であると認めた者であること、夜間  

・緊急時の対応や一時保護等を迅速かつ適切に行うことができるよう、関係機関   

との連携その他の支援体制を確保すること等を要件とすることとしている。  

5．被措置児童等虐待について  

Ql 障害児施設について、措置児童だけでなく、契約により入所した児童  

についても対象となるか。また、入所している児童のうち、18歳以上  
については対象となるか。  

A 対象は当該施設に「入所する児童」であり、措置、契約いずれの場合も対象と   

なる。また、措置延長となっている18歳以上の児童については、児童福祉法上   
は児童として法律の適用を受けることとなるため、同様に措置、契約いずれの場   

合であっても対象となる。  

Q2  被措置児童等虐待を受けた児童が、施設を所管する都道府県以外の都  
道府県から措置されている場合に、いずれの都道府県児童福祉審議会に  

報告や意見聴取を行うことになるのか。  

A 被措置児童等虐待に関し、事実確認、入所児童全体の保護、施設への指導など   

施設全体との関係での対応については、被措置児童等が在籍する施設を所管する   

都道府県が対応を行うことになることから、施設を所管する都道府県の児童福祉   

審議会に報告や意見聴取を行うこととなる。  

施設を所管する都道府県以外の都道府県から措置された児童についての個別の   

処遇等については、児童を措置した都道府県が判断することになるため、当該児   

童の処遇について措置都道府県の児童福祉審議会の意見を聴くこととなる。  

いずれにしても、施設を所管する都道府県と児童の措置を行った都道府県が十   

分に連携して対応されたい。  
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LQ＆A賃料J   
里親の認定登録に関する手当の取扱い  

Ⅰ，．施行日に子どもを受託している場合  

①施行日に現に子どもを受託しており、施行日前に養子縁組を前提としている旨を申し出た場合  

養子縁組前提里親  本来であれば、新手当嶺が適用されてしかるべ 施行日から1年経過後は新手当額とする   
であることを選択  きであるが、経過的に旧手当額を支給  

■■一－●－－●－－－■－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－一－－－－t－－－－－－－－－－－t一一一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■●■■■■－－  

・施行日までに、養子縁組によって養親となることを希望することの申し出があった場合には、養育里親名簿には氏名等を記載せず、  
：養子縁組前提里親を記載する名簿などを都道府県において作成し、これに氏名等を記載する。  

・施行日においてすでに子どもを委託されている里親については、養子縁組によって養親となることを希望することを申し出た場合で  
の  

：あっても、手当については、施行日から1年間は経過的に3．4万円を支給する（委託解除された場合を除く。）0  
l＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿－一－－－■■■■■■－■－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－一一－－一一－t－－－－－－一一一t－－－－一－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－■●■■－－■‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾  

l  l  

＿＿＿＿－l   

②施行日に現に子どもを受託しており、施行日後に養子縁組を前提としている旨を申し出た場合  



③施行日に現に子どもを受託しており、施行日後にいったん、養育里親を選択し、研修を受けたが、その後、子どもの事情及び里親   
の事情の変更があり、養子縁組手続きが開始された場合  

ーーーー■、－－一－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－一一一－－－－－－－－一一－－一一－－－一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一－－一一一一－－－－－－－－－－－一一一一一－－－－一一－■■－－－■■－■■  

・施行日から1年間の経過的な手当の措置は、すでに子どもを受託されている里親に対する激変緩和的な措置であることから、いっ  
l ：たん、養育里親を選択した場合には、経過措置の対象としない  

・、J  

・別の子どもを新たに委託され、当該子どもについては、養育里親として養育する場合には、7・2万円の里親手当となる。  
■－■－－－■－一－－一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－一－－－一一一一－一一－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→一－－－－－－－－－－－－－－－－－－●■■－■■－■■‾－■－‾   



④ 施行日に現に子どもA、Bを受託しており、施行日後にいったん、養育里親を選択し、研修を受けたが、その後、子どもAについて   
の事情及び里親の事情の変更があり、子どもAについて養子縁組手続きが開始された場合  

H21．   4．1  H22  

3．4万円（旧手当額） 7．2万円（新手当額）  0円（新手当額）  
又白   － － －－・－  

3．4万円（旧手当額）   3．6万円（新手当額）  7．2円（新手当額）   
を受託  

一一一  一－・－－－－－－－－－－－－－－－－r   

、 

モ   

⑤ 施行日に現に子どもA、Bを受託しており、子どもAについて養子縁組を前提としていることを申し出たが、子どもBについては、養   

育里親を選択し、研修を受けた場合  

00  

H22．4．1  
H21．4．1  

止∵竺誓（旧手当額）  
0円（新手当額）   

X呂   ・一 一－ －・－          一一－・－－－・－■一一－・－・－－・－－・－－－ト  

7．2円（新手当額）  
「言盲云円（旧手当額）1  を受託    ‾‾‖‾‾‾‥‾‖‥「‖‥‖‾‥‾…‾      －－■－－－－－■－■－一一－－・－－－－ ・－r  

れていない組前  
、   

‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾■■■■■■‾‾－■■■●‾●■－－－－－－■－－一－－一一－－一－－－●－■－－－－－●■－－－－－■■‾－－－－－■■■－－－‾‾■‾－■－‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

「 トいったん、養育里親を選択した場合（④）には、養子縁組に関する家裁の申立の手続きの開始時点を基準とするが、養育里親か養子縁組前提里親であるかの選Ⅰ                                                                                                                                                                                                                            l  
択をまだ行っていない者が養子縁組前提里親を選択する場合（⑤）は、養子縁組前提里親であることを申し出た時点を基準とする。   



Ⅱ．施行日に未受託の場合  

①施行日前において養子縁組を前提としていることを申し出た場合  

②施行日後に養子縁組を前提としていることを申し出た場合  （【〉   

受託  養子縁組前提里親であ  

ることを選択   

r－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－一一－－－－－－－一一－－一一－－－－－－－－－－－■－－－－■■●■■■■－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「  

：法律上の経過措置が平成22年3月31日までに終了するため、養育里親か養子縁組前提里親であるかの選択は22年3月31日ま；  
：でに終了することが必要。  
L■●■■■■一■■－■■－－－●－●●一t■■■■【●■■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一－－－－－－－－－－－－－一一－－－一一－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→－－－一一   



③養育里親となった場合  
7．2万円（新手当額）  

H22．4．1  H21．4．1  

④養育里親となり、子どもを受託したが、その後、子どもの事情及び里親の事情の変更があり、養子縁組手続きが開始された場合   



Bを受託したが、その後、子どもAの事情及び里親の事情の変更があり、子どもAについて養子縁組  
もBについては引き続き養育里親として子どもの養育を行う。）  

⑤養育里親となり、子どもA、  
手続きが開始された場合（子どもBl   
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平成21年度 国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所研修日程（案）  

研修共通テーマ＜子どもの権利擁護＞  
る子どもたちを取り巻く様々な状況に  

＜児童自立支援施設・児童相談所共通研修＞  ＜児童自立支援施設新任職員研修＞  
一 

市，  

研修種別  対象者   期間   スクーリンゲ会場  募集人数   

8  思春期問題対応関係機関  思春期問題対応  H22．3．3～3．5 （3日間 武蔵野  30名  

）  

研修種別  対象者   期間   スクリンゲ会場  募集人数   

新任施設長研修   前期H21．5．11■〉5．13  前期   

1    H20．4月以降に着  

運営上必要と思われる内容を学び、今  任した施設長   （各3日間）  後期  
20名  

後の方向性を考える研修  
前後期2回とも必修  きぬ川  

新任職員研修  

（1）短期コース   全3ケ月間うちスクーリンゲ  

（⊃H2168～612   各回  
2  初めて児童自立支援事業に従事  きぬ川        （aH21，6．22～6．26   20名  

し5邑  程度  

門員・児童生活支  
（2）実習コース  援員職経験が3年  武蔵野   

児童自立支援施設の機能を実習  未満である者  
を通してより深く理解し、具体的な  8月下旬～9月上旬  希望を考慮  程度  
支援の方法を学ぶ基礎的研修  又は調整の上決定  し調整   

＜児童相談所職員研修＞  
児童相談所一時  

各回  

9  児童相談所一時保護所  
保護所において指   導的立場にある者  

武蔵野  

（※）  （3日間）  

里親対応関係機関  児童相談所等里  

10   職員研修  
親対応担当職員  武蔵野  30名   
等   

（3日間）  

＜全国研修指導者養成研修＞  ＜児童自立支援施設専門研修＞  

研修種別   対象者   期間   スクー■ルケ会場  募集人数   

Dコース   H21．9，9～9．11   

チームアプローチと   （3日間）   

スーパーバイズ  

Bコース  H21，10．5′～10．7   

子どもの発達とアセスメント  （3日間）   

Cコース  都道府県知事が推  各回  
家族支援とソーシャルワーク  薦する者   

武蔵野  
（3日間）  

Aコース  H21．11，18～11．20   

子どもの権利擁護と日々の養育  （3日間）   

Eコース  H21．12．9～12．11   

子どもの精神的・行動的な  （3日間）   

問題の理解とその対応  

スーパーバイザー研修   全3ケ月間   

スーハ●－ハーィダー又は  

4  
H21息31～9．4  

きぬ川  20名  

の児童自立支援施設の機能充実を考  者（※）  

え深める研修  （5日間）   

中堅職員研修   
児童自立支援専   

全3ケ月間  

うちスクーリング期間  
5        H21．6．ト〉6．5   武蔵野  30名  

ノ」い‾l当、■ ‾   

（5日間）   

児童自立支援専門員・   
児童自立支援専  

全4ケ月間   

6  
児童生活支援員研修  門員・児童生活支  

武蔵野  30名  
児童自立支援施設職員としての専門  援員職経験が5年   H2ト6．29一〉7．3  
性をより高めるための研修  未満である者（※）  

（5日間）   

学科指導関係職員研修   児童自立支援施   全4ケ月間   

田  
童の学習を支援するために必要な専  わっている教員・職  H21．8．5～8．7  

きぬ川  20名  

門性を高める研修   員等   
（3日間）   

問い合わせ先  
国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所 罷LO48－878－1260（代）   （※ 児童福祉領域の経験を含める等、所属長の推薦がある場合にはこれに限らない）  
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「母子家庭等日常生活支援事業の実施について」一部改正新旧対照表（案）  

O「母子家庭等日常生活支援事業の実施について（平成15年6月18日雇児発第0618003号）」  

改正後  

雇児発第0618003号  

平成15年6月18日  
雇児発第0618003号  

平成15年6月18日  

都道府県知事  
各 指定都市市長 殿  

中核市市長  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  

中核市市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

母子家庭等日常生活支援事業の実施について   母子家庭等日常生活支援事業の実施について   

母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律（平成14年法律第119号）  

の施行に伴い、従来の「母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業」  
を「母子家庭等日常生活支援事業」と名称を変更するともに、事業内容  
を拡充し、別紙「母子家庭等日常生活支援事業実施要綱」を定め、平成1  
5年4月1日から適用することとしたので、本事業の適正かつ円滑な運営  
を図られたく通知する。   

また、貴管内市町村並びに母子福祉団体等の関係者に対しても、貴職  
から周知徹底を図られたく、併せてお願いする。   
なお、本通知の施行に伴い、平成7年4月6日厚生省発児第93号厚生  

事務次官通知「母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業について」  
及び平成元年5月29日児発第405号本職通知「母子家庭、寡婦及び父子家  
庭介護人派遣事業の実施について」は廃止する。   

母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律（平成14年法律第119号）  

の施行に伴い、従来の「母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業」  
を「母子家庭等日常生活支援事業」と名称を変更するともに、事業内容  
を拡充し、別紙「母子家庭等日常生活支援事業実施要綱」を定め、平成1  
5年4月1日から適用することとしたので、本事業の適正かつ円滑な運営  
を図られたく通知する。   

また、貴管内市町村並びに母子福祉団体等の関係者に対しても、貴職  
から周知徹底を図られたく、併せてお願いする。   

なお、本通知の施行に伴い、平成7年4月6日厚生省発児第93号厚生  
事務次官通知「母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業について」  
及び平成元年5月29日児発第405号本職通知「く母子家庭、寡婦及び父子家  
庭介護人派遣事業の実施について」は廃止する。  



（別紙）  

母子家庭等日常生活支援事業実施要綱   

1 目的   

この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦（以下」「母子家庭等」と   
いう。）が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事   
由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環   

境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、そ   

の生活を支援する者（以下」「家庭生活支援員」という。）を派遣する   

など、母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。   

2 実施主体   

実施主体は、都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下」同じ。）  

又は市町村（特別区を含み指定都市及び中核市を除く。以下」同じ。）   
とし、この事業の一部を母子福祉団体等に委託することができる。   

3 対象者   
対象者は、母子家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等   

自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚  

葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要   
と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な  

家庭及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障   

が生じている家庭とする。   

4 便宜の種類及び内容   

便宜の種類は、生活援助と子育て支援とし、次の援助又は支援を行う   
ものとする。  
（1）生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜とする。  

（2）子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに附帯する便宜とする。   

5 事業の実施場所  
この事業の実施場所は、次のとおりとする。  

（1）生活援助  

被生活援助者の居宅  

（2）子育て支援   

ア 家庭生活支援員の居宅   
イ 講習会等職業訓練を受講している場所   

（別紙）  

母子家庭等日常生活支援事業実施要綱   

1 目的   

この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦（以下「母子家庭等」とい   
う。）が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由   
により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境   

等の激変により、日常生活を営むわに支障が生じている場合に、その   

生活を支援する者（以下「家庭生活支援員」という。）を派遣するなど、   

母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。   

2 実施主体   

実施主体は、都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下同じ。）又   

は市町村（特別区を含み」指定都市及び中核市を除く。以下同じ。）と   
し、この事業の一部を母子福祉団体等に委託することができる。   

3 対象者   
対象者は、母子家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等   

自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚  

葬祭、失踪、盈墓」転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念   
上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが   

必要な家庭及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大き   

な支障が生じている家庭とする。   

4 便宜の種類及び内容   

（略）  

5 事業の実施場所  

（略）  

」  ‰、1r  



ウ 児童館、母子生活支援施設等母子家庭等の利用しやすい適切な場  
所   

6 家庭生活支援員の選定豊   

実施主体は、次の要件を備えている者のうちから家庭生活支援員を選  
定すること。   

（1）生活援助は、訪問介護員（ホームヘルパー）3級以上の資格を有  

する者とする。  

6 家庭生活支援員の選定   

実施主体は、次の要件を備えている者のうちから家庭生活支援員を選   

定すること。   

（1）生活援助  

訪問介護員（ホームヘルパー） 3級以上の資格を有する者又は  

別に定める生活援助に関する一定の研修を修了した者  （2）子育て支援は  別に定める一定の研修を修了した者とする。  
（2）子育て支援  なお、平成15年度においては、すでに母子家庭、寡  婦及び父子家庭  

別に定める子育て支援に関する一定の研修を修了した者  介護人派遣事業の介護人として選定されている者について、経過的に  
家庭生活支援貞として選定することとして差し支えない  

7 家庭生活支援員の登録  

（1）実施主体は、家庭生活支援員の氏名、連絡先、提供可能な便宜の   

種類等事業の実施に必要な時報を記載した登録簿を作成する三と。 
（2）実施主体は、家庭生活支援員を選定した場合又は登録されている  

内容に変更があった場合は、すみやかに登録又は登録内容の変更を  

行うこと。  

（3）家庭生活支援員は、登録簿に登録されている内容に変更があった  
場合は、その変更内容について、すみやかに実施主体に報告を行う  

こと。   

乳 家庭生活支援員の派遣等の決定等  

（1）（略）   

（2）家庭生活支援員の派遣等の要請があった場合には、その必要性を  

判断し、できる限り速やかに家庭生活支援員の派遣等の要否を決定  

するものとする。  
なお、本人以外の要請に基づいて便宜を供与する場合は、家庭生  

乙 家庭生活支援員の派遣等の決定等  

（1）家庭生活支援員の派遣等を必要とする母子家庭等からの要請又は  
当該世帯の近隣に在住する者等の要請に基づいて行うものとする。  

（2）家庭生活支援員の派遣等の要請があった場合には、その必要性を  

判断し、できる限り速やかに家庭生活支援員の派遣等の要否を決定  
するものとする。  

括支援員の派遣等の要否について本人の意向を確認するとともに、  
必要に応じ関係機関と連携を図ること。  

邑 費用の負担   

家庭生活支援員の派遣等を受けた世帯は、別に定める基準により派遣  
等に要した費用を負担するものとする。   

旦 費用の負担   

（略）  



旦 関係機関との連携   

都道府県等は、この事業を実施するに当たっては、母子自立支援員、   
福祉事務所、民生委員・児童委員、母子生活支援施設など他の関係機   

関との連絡を図るとともに、この事業の一部を委託している団体等と   
の連絡・調整を十分に行うこと。   

担 国の補助   

国は、都道府県が実施する事業及び市町村が実施する事業に対し都道  
府県が補助する事業について、別に定めるところにより補助する。   

担 関係機関との連携   

（略）  

吐 国の補助   

（略）   

′‡  



母子家庭等対策総合支援事業費事業費国庫補助金交付要綱新旧対照表（案）   



別 紙  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 母子家庭対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交付する   

ものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、   

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下  

厚生省   

「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年  令  

労働省   

第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる母子家庭等対策総合支援事業の実施に要する経費   

に対し補助金を交付し、もって地域における母子家庭等対策の一層の普及促進を図ること   

を目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日雇児発第‖110別号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の2に定   

める次の事業とする。  

（1）都道府県、指定都市、中核市、市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下  

同じ。）及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭等就業・自立支援事業  

（2）都道府県、指定都市及び中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業並びに市町村（指  

定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県が  

補助する事業  

（3）都道府県、指定都市及び中核市が行うひとり親家庭生活支援事業並びに市町村が行う  

事業に対して都道府県が補助する事業  

（4）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭自立  

支援給付金事業  

（5）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子自立支援  

プログラム策定等事業  

別 紙  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 母子家庭対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交付する   

ものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、   

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下  

厚生省   

「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年  令  

労働省   

第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる母子家庭等対策総合支援事業の実施に要する経費   

に対し補助金を交付し、もって地域における母子家庭等対策の一層の普及促進を図ること   

を目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日層児発第1】11001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の2に定   

める次の事業とする。  

（1）都道府県、指定都市、中核市、市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下   

同じ。）及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭等就業■自立支援事業  

（2）都道府県、指定都市及び中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業並びに市町村（指   

定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県が  

補助する事業  

（3）都道府県、指定都市及び中核市が行うひとり親家庭生活支援事業並びに市町村が行う   

事業に対して都道府県が補助する事業  

（4）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭自立  

支援給付金事業  

（5）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子自立支援  

プログラム策定等事業   

／1  

：・．  



（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された合   

計額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。  

（1）3の（5）以外の事業  

ア 都道府県、指定都市及び中核市が行う事業（3の（1）（4）については市及び福  

祉事務所を設置する町村が行う事業を含む。）   

（ア）別表第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除し  

た額とを比較して少ない方の額を選定する。   

（イ）（ア）により選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から平成  

15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課  

長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定める  

費用負担基準による徴収額を控除した額）に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

イ 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業  

アの（ア）に準じて選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から  

平成15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福  

祉課長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定め  

る費用負担基準による徴収額を控除した額）に4分の3を乗じて得た額の合計額と 、  

都道府県が補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を  

乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（5）の事業  

別表第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない   

方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額  

を交付額とする。  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された合   

計額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。  

（1）3の（5）以外の事業   

ア 都道府県、指定都市及び中核市が行う事業（3の（1）（4）については市及び福  

祉事務所を設置する町村が行う事業を含む。）   

（ア）別表第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除し  

た額とを比較して少ない方の額を選定する。   

（イ）（ア）により選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から平成  

15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課  

長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定める  

費用負担基準による徴収額を控除した額）に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

イ 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業  

アの（ア）に準じて選定された額（3の（2）の事業については、選定された解から  

平成15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福  

祉課長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定め  

る費用負担基準による徴収観を控除した額）に4分の3を乗じて得た額の合計額と、  

都道府県が補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を  

乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（5）の事業  

別表第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない   

方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額  

を交付額とする。  

（交付額の下限）  

5牒こは、   

交付の決定を行わないものとする。  

（交付の条件）  

軋 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受  

けなければならない。  

（2）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（3）事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具に   

ついては、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定   

める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に  

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。  

（交付の条件）  

且 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受  

けなければならない。  

（2）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（3）事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具に  

ついては、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定  

める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に  

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。   



（4）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その  

収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（5）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善  

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな  

い。  

（6）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調  

書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書  

及び書庫書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を  

受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。  

（7）都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、  

当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければな  

らない。  

（8）都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（1）から（6）に  

掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（1）、（2）及び（4）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県  

知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（3）中「厚生労働大臣の承認」とある  

のは「都道府県知事の承認」と、（6）中「補助金」とあるのは「間接補助金」と読み  

替えるものとする。  

（9）（8）により付した条件に基づき都道府県知者が承認する場合には、あらかじめ厚生  

労働大臣の承認を受けなければならない。  

（10）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部文は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）  

ヱ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家  

庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第2による申請書を都道府県知事が別に定める日までに都道府  

県知事に提出し、都道府県知事は、前記申請書を受理したときは、必要な審査を行い、  

適正と認めたときはこれをとりまとめのうえ、毎年度10月末日までに厚生労働大臣に  

提出するものとする。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第3による申請書を毎年度10月末日までに厚生労働大臣に提出して行うも  

のとする。  

旦 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

（変更申請手続）    等を行う場合に は、ヱに定める申請手続きに従い、毎年度1月末日までに行うものとする。  

（4）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その  

収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（5）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善  

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな  

い。  

（6）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調  

書を作成し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承  

認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。  

（7）都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、  

当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければな  

らない。  

（8）都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（1）から（6）に  

掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（1）、（2）及び（4）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県  

知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（3）中「厚生労働大臣の承認」とある  

のは「都道府県知事の承認」と、（6）中「補助金」とあるのは r間接補助金」と読み  

替えるものとする。  

（9）（8）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ厚生  

労働大臣の承認を受けなければならない。  

（10）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）  

6 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家  

庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第2による申請書を都道府県知事が別に定める日までに都道府  

県知事に提出し、都道府県知事は、前記申請書を受理したときは、必要な審査を行い、  

適正と艶めたときはこれをとりまとめのうえ、毎年度10月末日までに厚生労働大臣に  

提出するものとする。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第3による申請書を毎年度10月末日までに厚生労働大臣に提出して行うも  

のとする。  

（変更中諸手続）  

ヱ この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、且に定める申請手続きに従い、毎年度1月末日までに行うものとする。  

速こ取手▼一一←－   



（交付決定までの標準的期間）  

旦 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

旦 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実績報告）  

遁 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家  
庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第4による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府  

県知事に提出し、都道府県知事は、前記報告書を受理したときは、必要な審査を行い、  

適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（旦の（2）により事  

業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算  

して1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第5による報告書を、翌年度4月10日（旦の（2）により事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返遭）  

址 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

週 特別の事情により4、旦、ヱ及び⊥且に定める算定方法、手続きによることができない   
場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。   

（交付決定までの標準的期間）  

旦 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

週 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実績報告）  

Ⅱ この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実喝する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家  

庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第4による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府  

県知事に提出し、都道府県知事は、前記報告書を受理したときは、必要な審査を行い、  

適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（旦の（2）により事  

業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算  

して1か月を経過した白）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第5による報告書を、翌年度4月10日（旦の（2）により事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返還）  

廷 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する  ことを命ずる。  
（その他）  

13 特別の事情により4、ヱ、旦及び⊥⊥に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。  
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別 表  別 表  

1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  

母子家  母子家庭等就  母子家  母子家庭等就  

庭等対   庭等対   
策総合  業・自  策総合  業・自  （5）の各事業については、事業毎の金額に、事業の  タ一事業の実施に  
支援事  立支援  実施数に応じ次の率を乗して得られた額の合計額   必要な報酬、共済  支援事  立支援  実施数に応じ次の率を乗して得られた額の合計額   必要な報酬、共済  
業  事業   ・1事業又は2事業を実施している場合 0，9   費、報償費、貸金、  業  事業   ・1事業又は2事業を実施している場合 0．9   費、報償費、貸金、  

・3事業を実施している場合  0．95   旅費、需用費（食  ・3事業を実施している場合  0．95   旅費、需用費（食  

・4事業を実施している場合  1．0   糧費、印刷製本  ・4事業を実施している場合  1．0   糧費、印刷製本  
費消耗晶費）役  費、消耗品費）、役  

務費（通信運搬  
1母子家庭等就業・自立支援センター事業   

務費（通信運搬  

1母子家庭等就業・自立支援センター事業  費）委託料使用  費）、委託料、使用  

（1）就業支援事業   料及び賃借料、備  （1）就業支援事業   料及び貸借料、備  

1センター当たり 6，736，000円   晶購入費  1センター当たり 6，736，000円   晶購入費  

（2）就業支援講習会等事業  （2）就業支援講習会等事業  

1センター当たり 8，541，000円  1センター当たり 8，541，000円  

（3）就業情報提供事業  （3）就業情報提供事業  

1センター当たり 乙釘且堅迫巴  1センター当たり 2⊥星組巴  

（4）在宅就業推進事業  （4）在宅就業推進事業  

1センター当たり 2，000，000円  1センター当たり 2．000，000円  

（5）母子家庭等地域生活支援事業  （5）母子家庭等地域生活支援事業  

1センター当たり  3，359，000円  1センター当たり 3，359，000円  

（6）母子家庭等就業・自立支援センター  （6）母子家庭等就業・自立支援センター  

指導職員養成セミナー事業  指導職員養成セミナー事業  

1ブロック当たり  ⊥旦組巴  1ブロック当たり  土⊥地巴  

一般市等就業・  一般市等就業・  

次により算出された額の合計額  自立支援事業の実  1／2  次により算出された額の合計額  自立支援事業の実  1／2 

施に必要な報酬、  ・2 一般市等就業・自立支援事業   
施に必要な報酬、  

2 一般市等就業・自立支援事業  
共済費、報償費、  共済費報償費  
貸金、旅費、需用  1市又は1福祉事務所設置町村当たり 2，000，000円  貸金、旅費、需用  

費（食糧費、印刷  費（食糧費、印刷  

製本費、消耗品  製本費、消耗品  

費）、役務費（通信  費）、役務費（通信  

運搬費）、委託料、  運搬費）、委託料、  

使用料及び賃借  使用料及び貸借  

料、備品購入費  料、備品購入費  



母子家庭等日常  
生活支援事業の実  
施に必要な報酬、  
賃金、報償費、旅  
費、需用費（印刷  
製本費）、役務費  
（通信運搬費）、  

委託料   

母子家  
庭等日  
常生活  
支援事  
業  

母子家庭等日常  
生活支援事業の実  
施に必要な報酬、  
賃金、報償費、旅  
費、需用費（印刷  
製本費）、役務費  

（通信運搬費）、  
委託料  

母子家  
庭等日  
常生活  
支援事  
業  

次により算出した額の合計額  

1事務費分   

1か所当たり131，000円  

次により算出した額の合計額  

1事務費分   

1か所当たり131，000円  

2 派遣手当分  

（1）子育て支援  

2 派遣手当分  

（1）子育て支援  

深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～  
18：00）  

なお、講習会会場、そのはか適切な施設にて  
子育て支援をする場合については、次のイの  
単価とする。  

（ア）児童1人の場合  

深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～  
18：00）  

なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて  
子育て支援をする場合については、次のイの  

単価とする。  

（ア）児童1人の場合  

ア  ア  

740円×延活動単位数   

（イ）児童2人の場合  

740円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

740円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

740円×延活動単位数×2．5  

（オ）児童5人の場合  

740円×延活動単位数×3  

イ講習会会場等  

1，110円×延活動単位数  

ウ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）   
なお、宿泊する場合については、宿泊分（22   
時～翌5時）の時間については次のエの単位   

とする。   

（ア）児童1人の場合  

920円×延活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

920円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

920円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

920円×延活動単位数×2．5  

740円×延活動単位数   

（イ）児童2人の場合  

740円×延活動単位数×1．5   

（ウ）児童3人の場合  

740円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

740円×延活動単位数×2．5  

（オ）児童5人の場合  

740円×延活動単位数×3  

イ講習会会場等  

1，110円×延活動単位数  

ウ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）   
なお、宿泊する場合については、宿泊分（22   
時～翌5時）の時間については次のエの単位   

とする。   

（ア）児童1人の場合  

920円×延活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

920円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

920円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

920円×延活動単位数×2．5  



旧   

（オ）児童5人の場合  

920円×延活動単位数×3  

エ宿泊分  

3，680円×延児童数  

オ移動時間   

移動時間については、訪問先から次の派遣先   
に移動する場合について、次のように活動単   
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

（オ）児童5人の場合  

920円×延活動単位数×3  

エ宿泊分  

3．680円×延児童数  

オ移動時間   

移動時間については、訪問先から次の派遣先   
に移動する場合について、次のように活動単   
位数を換算し、1．530円を乗じて得た額とする。  

1，530円×延活動単位数  

（ア）30分未満は、0単位  

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位  

（ウ）1時間以上は1単位  

（2）生活援助   

ア深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～18：00）  

1，530円×延活動単位数   

イ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）  

1，910円×延活動単位数   

り 移動時間  

移動時間については、訪問先から次の派遣先  
に移動する場合について、次のように活動単  
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

1，530円×延活動単位数  

（ア）30分未満は、0単位  

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位  

（ウ）1時間以上は1単位  

1，530円×延活動単位数  

（ア）30分未満は、0単位  

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位  

（ウ）1時間以上は1単位  

（2）生活援助   

ア深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～18：00）  

1，530円×延活動単位数   

イ 早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）  

1，910円×延活動単位数   

ウ移動時間  

移動時間については、訪問先から次の派遣先  
に移動する場合について、次のように活動単  
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

1，530円×延活動単位数  

（ア）30分未満は、0単位  

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位  

（ウ）1時間以上は1単位   

＝も■iL、昌Tごコi．こrE下⊆＝：「－  
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ひとり   ひとり親家庭生活  ひとり   ひとり親家庭生活  

親家庭  支援事業の実施に  親家庭  支援事業の実施に  

生活支  必要な報酬、賃  生活支  必要な報酬、賃  

接事業   
援事業   需用費（食糧費   需用費（食糧費   

198，000円×講座開催回数  消耗品費）、役務  198，000円×講座開催回数  消耗品費）、役務  

費（通信運搬費）、  費（通信運搬費）、  

委託料、使用料及  委託料、使用料及  

2健康支援事業  
び賃借料   県が補  金、報償費、旅費、  2健康支援事業  県が補  

1か所当たり934，000円  1か所当たり934，000円  
金、報償費、旅費、  

3土日・夜間電話相談事業  3土日・夜間電話相談事業  

1か所当たり2，612，000円  1か所当たり2，612，000円  

4児童訪問援助事業  4児童訪問援助事業  

（1）1回の訪問が1日場合  （1）1回の訪問が1日場合  

1避迫巴×訪問延回数  L坐旦巴×訪問延回数  

（2）1回の訪問が半日の場合  （2）1回の訪問が半日の場合  

姐旦巴×訪問延回数  皇⊥旦呈旦巴×訪問延回数  

5ひとり親家庭情報交換事業  5ひとり親家庭情報交換事業  

1か所当たり 213，000円  1か所当たり 213，000円  

母子家   母子家庭自立支援  母子家   母子家庭自立支援  

庭自立  給付金事業の実施  庭自立  給付金事業の実施  

支援給  に必要な負担金、  支援給  に必要な負担金、  

補助及び交付金、  
付金事 業   

補助及び交付金、  
付金事 業   

扶助費   扶助費   

教育訓練経費の20％相当額  教育訓練経費の20％相当額  

（4，001円以上100，000円以下）  （4，001円以上100，000円以下）  

なお、教育訓練開始日が平成19年9月以前の場合  なお、教育訓練開始日が平成19年9月以前の場合  

教育訓練経費の40％相当額  教育訓練経費の40％相当額  

（8．001円以上200，000円以下）  （8，001円以上200，000円以下）  
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2高等桔能訓練堰・i煙管等事業  2高等技能訓練促進費事業  

（1）高等指名巨訓練促進曹  

ア平成19年摩以前に修業を開始した  103，000円×支給延月数  

103．000円×支給征月数  

（ア）市町村民税非課税世幕に属する者  

103、000円×支給班月数  

（イ）（ア）以外の者  

51．500円×支給征月数  

ア市町村昆税非課税世帯に属する者  

50．000円×支給班月数  

イア以外の者  

25、000円×支給妊月数  

3常用雇用転換奨励金事業（経渦枯骨分）  

300．000円×支給証件数  

業に必要な報酬、  業に必要な報酬、  

1プログラム当たり20．000円  1プログラム当たり20，000円  

2就職準備支援コース事業   2就職準備支援コース事業   

1人1か月当たり 30，000円（3か月を上限）  1人1か月当たり 30，000円（3か月を上限）  



，  

別紙様式箋1  

母子家庭等対策総合支援事業貴国庫補助金調書  
試1首府l旦r指貫き8高・中指高・市町靂寸1  

歳入  補助届  

I斗日  ：1：‡  収入講評  

∃  

円 ‖  円  

【T‾  

予算現諦  うち国庫捕助金  相当謂   支出済謂㌻うち  

円   円   
「  

i   

】   

t   

【  

1．rH自」は．団の歳出子那斗自の区分に対応する部分まて区分して；己鼓すること．  

2・「予算祝辞」は、歳入にあってほ、当初予算謂、補正予算謂等の区分を∴議辻にあってほ、室‖刀子真領 捕正子舞踊、〒浦賀支出謂、流用増減謂等の区分を明らかにして記載すること．  

3「幅考」は 参考となるへき事Ⅰ声そ連写詑鼓すること．  

別紙様式篤1  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金調書  
藍色キ首府t旦【1旨7Fモt罵■中柁再・   

＝   

放出予算I斗巨  交†1決定の盲   

円   

】  

」＿＿＿   

捕肋空  

扇  科目  

l   

地方公共団倖  

罷出  

事斗自   子買現盲軍  うち禁欝金支出講評ぅち欝孟  

備考  

P】   円  円   円  

1    n    Ⅷ    1    L     】    】 ‖ ∩   

「′王）   

1「科巨＝は．雷の読出干草事斗目の区分に対応する部分まて区労して三己鼓すること．  

2「予算現謂」は 歳入にあっては．当1月子写謂、捕正子耳謂弓の区分モ 売出にあっては、竺‖刀子夏謂 補正予算謂、予備黄玉出講．荒即苦腐謂琴の区分モ明らかにして記載すること．  

3「信号」は．手考となるへさ享埠を適宜詑鼓すること．  
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別紙様式第2  番  号  

平成  年  月  日  

別種様式第2  番  号  

平成  年  月   日  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労 働 大 臣 殿  

市 町 村 長 印  市 町 村 長 印  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について  母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について  

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  1 国庫補助金交付申請額  金  

母子家庭等就業・自立支援事業（一般市等就業・支援自立支援事業）  

金  円  

母子家庭自立支援給付金事業  金  円  

母子自立支援プログラム策定等事業 金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日雇児発第1111001号厚生   

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）   

（2） その他参考となる資料   

母子家庭等就業・自立支援事業（一般市等就業・支援自立支援事業）  

金  円  

母子家庭自立支援給付金事業  金  円  

母子自立支援プログラム策定等事業 金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日雇児発第1111001号厚生   

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）   

（2） その他参考となる資料  



母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

事業名  
人  B   C  邑爛   扁何会 その他の収入予定  謂    差引謂 （A－B）        選定謂  T  国瑚美東領。E醐助脚H   
円   円   円   円   円   

1  

［【エ  

区    分  
3′4  

母子家屋自立支程給付金事業  
lO′1  

】 円 】   

（記乾上の注意）  

）、「母子貫底自立  

（市町村塑直王さ欄助事業〉に・ついて記戟すること．  

2E偶には．不通知に定める基準硝を記入すること．  

3開削こほ，各事業ごとに（：：桐．工）摘及び三伯とを比摸して．最も少ない靖卓記入すること．  

4G相には．各事業ことくこF閥の析キ記入すること．  

美事業lこついてl  
か生した場合は、これキ切はてるものとする。）  

l  

‖  

（別表1〉  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

（市町村名）  

慮  

† （記載上の往昔）  
層雲藍葺葺≡∃  
E l不敗市及び副手斬を設削る耶州子う「一折等終自立三脚削珊亨寸嬰直接勅事凱「母箱屋自立貢桂給付金事業」（珊履直朗助事業）及び「母子自立支援プログラム矩串熟   〈市町村¢直接補助事業）について記乾すること 

．  

2E渦はま働こ定める茎鞘臥すること・  

、 

L   5凋にほ，G欄の矧二1／2（母子家屠白玉支積給付金事業については3／4、母子自立支線プログラム策定美事業については10／10）を乗した諏を記入すること．（事業ごと（請出れた矧こ1．の：′円東格の端数  
竜  

3F帽にほ各事業ごとにd吼D閥及び王閥とを比稲して、最も少・ない消音記入するこ・と．  

が生した場合は．これを切ほてるむのとする．〉   
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別紙様式第 3  別紙様式第 3  番  号  

平成  年  月  日  

番  号  

平成  年  月   日  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労 働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について   母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について   

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書（別表2）  

4 母子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日屈児発第1111001号厚生   

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）   

（2） その他参考となる資料   

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書（別表2）  

4 隆子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日雇児発第1111001号厚生   

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）   

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）   

（2） その他参考となる資料  



（別表1）  

⊥鹿追爵点こま馳五二旦玖直義 」 ＋  
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

「冊 」事業名  
㍑事業雇   

A   

円   

（母子茶庭等比業・8立支ほセンター事業）  

，l■■  

B  索㌃1‾恋  C D   算定憂世に よる算定誼  ヱ  円  選；王讃  F  円      国庫補助所要   
指定ホ市  

市町村分  
好運用¶  

指定  
Uとり親友度生憎文様事業  

王室3  

市町村介  

母子貢庭自立支闇闇腔ほ事業  

母子自立文事靂プログラム策定等事業  
母子；支度等比業・自立文書量事業      円  円  R    円 引 1  円 ‖  母子友磨等日常生活文相事業    中】有高鯛          u        l  

【  

母子貢茫等対策絶食文事農事業  

（i已駄上の注意）  

1吏褒は、都道府県が7テ）事業（智正府県、指定都市  
寸ること，なお、市及tr袖祉事描所を桧tする町村が  
プログラム策定等事＃」（市町村の直接補助事業）に－  

2 E柵には、本最知lコ蜘陀柁入すること．  

3F恥こは、各事業ごとにC椚】、D聞及びE柵とを比一久  

4 G蘭には．平成15年6月188産児祐乗弟061800  

る徴収予定譜の合計許をi己人すること．  

1   

5ト冊m烏L各事業ごとにF柵わ、らG蘭を差し引いた漂  
6Ⅰ価こは、H柵の潔に1／2（母子家庭き立文書吏l畠11  
東浦の無数が生じた場合は、これを切指てるものとす  

7 なお、母子言庭等日常生桔支ほ事業及びひとり親；   

t  

】     】 区分    事   

及び中窃市の置洋神助事業）、市町村が行う事業に対して新道府県が補助する事業（市町村の閲梓補助亭礫）について以下2一－7に基づき．竜己入  
行う丁一般市等就業・自立支ほ事業」（市町村の置持補助事業）、「母子茶庭自立文事長l引寸主事業」（市町村の直持補助す業）及び「母子自立支ほ  

ついてほ、別紙様式第2の別表1にi己入寸ること．  

較して、最も少ない詣を陀入寸ること．  

1号厚生労働省雇用均等・児1五度局芸庭福祉課長通知の「母子芸鰹等日常生活支は事業の円滑な遅冨について」の別紙2の辛用負担壬準によ  

訝をi己入寸ること．  

寸皇事業については3／4．8子自立支ほプログラム策定等事業についてほ10／10）を乗した領を亘己敲寸ること．（事業ごとに算出与れた謂に1．000円  

去庭生活丈I£事業の市町村分の各紳乃謂は、別表2の①及び②の「※い・※4」の主語を絶入寸ること．  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

事  業  名   
A   B   C   

P】   円   

（母子芸脛等比業・自立支揉センター事勅  

円   

母子買戻写飲茶・自立文様事業  
醐分  

母子友即生 

1琶慧≡                「 
8子自立支I更プログラム策定等事業  

毒 
軒  裏盆事業モ    寄付金その他 の収入予定領    差弓ヨ （A－B）    職‡三貴の 支出予定調  D  井定量準に よる井定笥  E  選定頚  r  モ用負担箋準に よる徴収予定三可  G  国胴脚軒可           円  円1  円  円  サー。 】1′2   

母子家産等対策托含真横事業  

（畠己敲上の7主意）  

1太秦は、新車用県が行う事業（都議府軋指定郡市及び中法市の直抒補助事業）、市町村かiテう事業に対して都道開府が補助寸る事業（市町村の閲棒補助事業）について以下2・－7に基づき．柁入   
すもこと．なお∴市及び禍址事瑞軒雪枝覆する町村がfテラ「一般市等紙業t自立文枝事＃」（市町村の直搾補助事業）、「母子芸歴自立支接‡引寸全事業」（市町Hの正博補助事業）及び「母子β正文ほ   
プログラム策定等事＃」（市町村の直接補助事業）については、Sり紋停式誇2の別表1にi己入すること．  

2 E事間には．東通知広丘ぬ£真壁屈性詑入すること．  

3 Ff耶二ほ∴各事業ごとにC札DI柁及びE用とを比睾丸．て、兢も少ない調を詑入すること．   

4 G榔二ほ、平成15年6月18日雇児祐乗第06180つ1号厚生労働省信用均等・児i買戻局妄庭鴇址深長通知のー母子芸歴吉日常生活文枝事業の円滑な連富について」の別紙2の官用負担量準によ   

る徴収予定領の合計譜をi己入すること．  

5 H椚ハニは、各事業ごとにF肋、らG一両を差し引い／こ訝をi己入すること．   

6 丁細こほ．H憮の妄耶こ1／2（母子貰庭自立支媛‡封寸全事業についてl丈3／4、母子自ユ文才蒙プログラム策定等事業については10／1qノを禁じた調そ柁航すること．（事業ことに井出された弥こ1．DOO円   

未謁の端激が生した場合は．これを切絶てるものとする．）   

7 なお．母子左岸等日常生活文事芸事業及びひとり祝言露呈桔文揉亭革の市町村分の各柵フ）調は、別表2の（D及び①の「※1・、※4」の主調をi己入すること．  

＿  ＿＿＿＿＿＿i  
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①
 
 
 

2
 
 

表
 
 

側
 
 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書  

（1）母子家庭等日常生活支援事業  

市町村名   拉事業文   

B   ⊂   1 丁   G   H   人   
円   円   円   円   円 円   円  円   

H  

合計  ／   ／  
（記観上の注意）  

1棉眈軒家辟膵班貫揺革新うち、柵村粥浦業‘謝して都那膿醐助†る指（珊村の朋舶事案〉のみを臥し・机脚軋指定折及び中間の醐助事業については、   
記入の必要がないこと．（直捜神助事業については、別表1に記入のこと■）  

2（識別こは、市町村ごとlこA澗からB腫モ笈し帥サ＝碑首駐入すること・  
3E締には．市町けごとに本連邦に定める基準語を記入寸ること・  
4F榔こは、市町村ごとに（＝欄瓢班及こ柁憎と舎比推して・最も少机、批記入すること・  
5C絹耽珊村ごとに平成腐抑8日就職第001抑1朋妨媚別線児i家離家庭福祉渥通知の「母子家庭等日†生活支援事業の円肌遷宮について」の別紙少朋摘封  
lこよる撤収予定額の合計塀徳だ入すること．  

6潤こは、市町村ごとぼ偶かちG帽t善し帥葉塀t記入すること・  
7偶にはH閥の市町村合計楓こ3／祇乗じたモ枇記入寸ること・  

8K跡二ほ、1㈲む問とを比較して、いすれか少ない方の雪総記入すること・  
9L偶には．K櫛の沸こ2／3を乗じた恥正人すること●（1・∝州南の咄が生じた鳩舎は、これを切持てるものとする・）  

（別表2－①）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書  

（1）母子家庭等日常生活支援事業  

市町羽毛   ㈱柁ほ漂競  
K  l．  さ  C   

円 円   田   再   
E   F   

円   用   
G   
円   

H   

合計  

（記載上の注意）  

1本義には母子寮度等日常生活支採草斯うち．珊村弼滞熟剖して郁遭棚湖附る事業（市町榊間接勅専業〉のみ沌入し・乱脈鳳・指定折及び輔和昭櫓執事芙l⊃いては   
紀入の必要が枯、こと．（正接補助事実については、別表1に記入のこと・）  

2（コ献二は、市町村ごとlこA帽紛らB閥モ差し引いたi蛙妃入すること．  

3E悔には、市町村ごとに不遇知に定める基準恥妃入7ること・  

4F偶にlと市町村ことに（コ駄口腹及こ陀喘とせ比較して、最も少机制記入寸ること・  
5C偶に（土、珂村ごとに平成1由月朋雇児限細1即1朋併催嗣略服家離家彪吼課長妙が母子貫辟日曜滝支柱革新円軌道嘗についてJの別晩節椚腫基準   
による徴収予定獅の合計詳モ記入丁ること．  

6H惜にほ、市町村ごとlこF佃かちG掘を善し帥吹雪熊妃入すること・  

7用引こは．H渦の市町村合計訊こ3／破棄した一敗記入する＝と．  

きK喘にILl脱臼簡とモ比較して．いすれか少ない方の額モ記入丁ること・  

9L鰍こは欄の捕に2／3車乗じた脈記入†ること・（1・∝D円嘉祈〉鴇緻が生じた培合は、これモ切持てるものとする・）  
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〔別表2－②）  

（2）ひとり親家庭生活支援事業  脚県名）  

B   C   D   E   T   G   H   n  ㍑事業モ  A  寄付金モの他 の収入予定謂    差引謂 （A－B）    対分枝費の 支出予定謂    算定主動こ よる算定尋    遅㌢薫：召    （Fx3／4）    都道府県補助 璃    日√㌻妻  日 さて  ▲二 三  l円  
M  

円   円   円   円   円   円   円  

※3   

※4 」   
（記較上の注意〉  

1本妻には、ひとり規家庭生活支援事業のうち．市町村が行う事業に対して郁運附則i補肋寸る事業（市町村の間接補助事業）のみを記入し．都道府軋指定都市及び中積市の直接補助事戴こついては、   

記入の必要がないこと．（直緒補助事熟二ついては、別表1に記入のこと．）  

2 Cf凱こは、市町村こ一とにA絹からB目指差し引いた碑モ記入すること。  

3E胤こは．市町村こ■とに本通知に定める基準額そ記入すること．  

4F備には、市町村ごとにC帽l、D侃及びE問と睾比較して．最も少ない辞せ記入すること．  

5G偶には、F閥の市町村合計‡割こ3／4モ乗じた根号記入すること。   

6Ⅰ佃にほ、G潤とH腸と喜比較して、いすれか少ない方の‡軸記入寸ること．  

7J鼎こは、欄の執二2／施乗した諦t記入すること．（1．000円未満の端数が生した場合は、これを切捨てるものとする・）  

（別表2－②）  

（2）ひとり親家庭生活支援事業  

補助  
事皇事業費   （A－B）   

人   C   D E   F   

円 円   円   円   円   円 

←一Ⅵ ＋  

」  

†    ．／  
（記載上の〉主意〉  

1不義には，ひとり親家屋生活三接事業のうち、市町村が行う事熟二対して都道府酎ヾ補助する事業（市町村の問姥補助事業）のみを記入し、都道府県指定郡市及び中楕市の直接補助手製二ついては   

記入の必要がないこと．（直律補助事業については、別表1に記入のこと．）  

2 C軌こは、市町村ごと【こA聞からB欄喜差し引いた書韓記入すること。  

3 E柘】には、市町村ことに不通知に定めち基準硝そ記入すること．  

4 日瓢二は、市町村ごとにC吼口欄及びE澗と宴比妻乳／て、最も少ない喜韓記入すること。   

5 G簡には，F澗の市町村合計王朝こ3／′4車乗した雷韓記入すること．  

6Ⅰ瓢二は．G憫とH閥とモ比I壬して、いすれか少ない方の富根記入すること．  

7J絹には」閥の扱こ2／3そ乗じた言百草記入すること．（1．00〇円未満の端折一生Lた場合は．これを切捨てるものとする．）  

」⊥   
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番  号  

平成  年  月   日  

別紙様式第4  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第4  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労 働 大 臣 殿  

市 町 村 長 印  市 町 村 長 印  

母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  

標記について、その事業実横を次のとおり関係書類を添えて報告する。  標記について、その事業実績そ次のとおり関係書類を添えて報告する。  

1 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表2）  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）   

（2） その他参考となる資料   

1 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表2）  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）   

（2） その他参考となる資料  



「
皇
ら
■
 
 
 

＋
 
 

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  

（市町村名）  

の収入胡   玉東雪I   

A   B   C   D   E  r   G   H   

円   円   円   円   円   円   円   円  
1／Z   

3／4   

事  業  名  ヒ．．．l    寄付金その他  差引讃  対象柱モの  ■定基準に  選定謂    些車 こ■l  匡Iヰ袖助  阻庫補助金  国庫補助金  差引 一環－て  X         （A－B）    英文出講    よも算定窃         所要謂    交付沃麿劇  l  ・ ■・■   
l  

10／10  

区  分                                                                         母子貰庭等対策総合 貢技事業  母子家庭等蹴業・自立支揉事業 （一般市寄託業・日立支ほ事業〉  

】  
合計  

（記載上の注意）  

1本剋よ、市及び措祉事務所を設置了る町村が行う「一役市等就業・自立支援事業」（市町村の直接補助事業）．「母子家屋自立支援給付金事業」（市町村の直接補助事業）及び「母子自立支揺   

プログラム策定等事業」（市町村の直接欄助事業）について記入すること．  

2E順に比不通軌こ定める基準輔車記入寸ること．  

3F閥には、各事業ごとにC摘、D憫及びE閤とを比厳して、最も少ない辞せ記入すること．  

4 G柑には、各事業ごとにF偶の詳を記入すること．  

5H仙こは、G澗の縛に1／2（母子軍属自立支蓬給付金事業についてほ3／4、母子自立支援プログラム策定善事菜については10／10）を乗じたi韓記入寸ること．（事業ごとに言出された執こ   
1．0∝）円未満の端数が生じた場合は．これt切持てるものとする．）  

母子家庭等対策総今支援事業費国庫補助金精算書  

国庫補助  甲r ÷＝l  国庫補助金  国銅鵬 連票翌訝  

母子家宅等対策総合   母子家庭寄託業・自立貫禄事業  
】／2   

1   

（一般市等乾芙・自立支援事案）   

3／4  

」  

母子貢度目立言轄給付金事業  ”  
10ノ10 

母子日工支援プロプラム策定筈事業    l  ～ H “  
区  分  事  業  名  

n ㍑事業     u 寄付金その他  差引謂  対象はモの  算定差掛こ  選定調  F              ”事＿モ  A】  の収入額  甘  （A－B）  C  英文出頭  D  よる算定調  E   墓太調  G  所要領  H  ・一1三  ■  受入済謂  ロ  U－H）  X  

u  u                     弓     【 】   

（記転上の注意〉  

1本案は市及び福祉革袴所モ設立する町村が行うト般市筈耽卦自立支援事業」（市町村の直接絹助事業）ノ母子家庭自立支援給付金事業」（市町村の直接補助事業）及び「母子日立貢綬   
プログラム策定寄手業」（市町村の直接補助事業〉について記入すること．  

2E‡同には．本通称こ定める基準雪熊記入すること。  

3F佃には、各事業ごとにC欄、D憫及びE閥とを比較して．最も少ない富韓記入すること。  

4 G吼こは、各事業ごとにF摘の辞盲記入すること．  

5H帽に軋G澗の執こ1／2（母子家屋自立支援給付金事業についてほ3／4、母子自立貢揺プログラム策定等事熟こついては10／10〉を無した綽を記入すること．（事業ごとに貰出された音別こ  
1．000円未満の端数が生じた場合は、これを切絶てるものと寸る。）  

3了   



新   旧   

（別表2－①）   （別表2－①）   

母子家庭等対策総合支援事業内訳書   母子家庭等対策総合支援事業内訳書   

（1）母子家底事故業・自立支援事業（一眼市等就業・自立支援事業）   （1）母子京盛事就業・自立支援事業（一眼市等就業・自立支援事業）   
○事業内容   ○事業内容   

1就業支援事業   1就業支援事業   

2就業支援；薫習会等事業   2故実支援漬習会等事業   

a就業情報提供事業   3 競業情報提供事業   

4 在宅就業推進事業   4 在宅就業推進事秦   

5 母子家屋等地域生活支援事業事業   5 母子家庭等地域生活支援事業事業   

獅費柵相貌師配置   朋門相戦員の配慮   

沃地域の実情に応じて週訳した事業のみを記載し、未実施の事業については記載を要しないこと．   ※地域の実情に応じて過訳した事業のみを紀超し、未実施の事業lこついては記載を要しないこと．   
※事業内容についてルフレソト等の詳細が分かる資料がある場合には、別添として添付すること．   ※事業内容について、パンフレット等の祥細が分かる資料がある壊合には、別蹄として添付すること．   

○経費   
対象；降着美支出相  

○終着  
姦準額   】村象綴菅芙支出書j  基準書t   

経費区分  積算内訳  逢着区分  技量白衣   経費区分  駆棚  耕区分   ⊥出岨   
1札業支援事業 1社業支援事業  1就業文鎮事業 1杜案文援事礫  

2就案文援i薫習余事事業  2就業文鎮三i習会等事業  2社業支援練習会等扇礫 2社業支援三薫習会等事業  

3就業情報提供事業  3枕業情報提供事業  3就業情報提供事業 3就乗付報提供事業  

l自治仕当責－り2．8nn．nOO円   

4在宅社業推漣事業   4在宅就業推進事業  4在宅飲薬推進事業 4在宅眈業推進事業  

5母子京屁等地域生活支援   5母子家庭等地域生活支援 5母子家庭等地域生活支援  

5母子家庭等地域生活支壌   事業   事業 合計額  円l合計額1円   事業   事業 合計額l円一合計額l円   
（注）経動こついては、対象魚贅の区分（報酬、共済費、報償費、貸金、旅費、需用費、役揃費琴）ごとに積算内訳   他）経費については、対象経費の区分（報酬、共済キ、報慣辛、貸金、旅費、需用費、役務費等）ごとに積算内訳   

を記載することとし、例えば「旅軋であれば00駅へ00釈まで往復00円などと祥細に記載すること．   を記癒することとし、例えば「旅費」であれば00釈～00厭！まで往復00円などと洋細に記載すること．   

地域の実情に応じて、通釈した事業のみを記載し、末弟施の事業については把載を葉しないこと．   地域の実情に応じて、渕伏した事業のみを記載し、未実施の事業については記載を要しないこと。  

∽
∞
 
 
 

＼ j  

ち■．＿，  



新   旧   

（別表2（D）   （別表2－②）   

◎母子家魔自立支接給付金事業   ④母子家庭自立支控削寸金事業   
○事業内容   

事業名  支給件奴等   事業名  支給件敵等   
三盆性数   五姐上皇盟（＿呈腹芸址   

1自立支援敗者訓鯉酎寸金事業   1自立支援教育訓ほ給付金事業   

2し高農技随喜肌た促進旦簑皇某   三組任飽く独l三組里姐L廷月＿数ユ   

三j此L亙性圭比   重亜延性艶（j旦且弘1   肌・こ＿・こご  

〔Ll風量止鹿M且ユ且畳  

三乱鮎配属腹紆  
五呈且吐出   1」軋軋温風転換鼻血は掘地帯｛）  

L2⊥ムニ茎▼支珪偲工二埠金   

※事案内容について，パンフレット等の注細か分かる資料がある場合には、別添として添付すること．  

巌事業内容についていパンフレット等の詳細か分かる資料かある場合には、別添として酎寸すること。  

0経費   ○軽費  

対象経費実支出音声  基準言責   対象経費実支出竜顔  基準富戸   

ほ丹荘分  事柑内訳  経費区分  手相内訳   程賛区分  一貫算内訳  経費区分  事I算内訳   

1．自立支ほ教育訓練給け食事業 1．自立支接致育訓綿給付金事業別に定めるところによる  1．自立支ほ敢育訓練給付金事業 1．自立支援教育訓康給付金事業別に富めるとろによる  

2．▼風鼻技能乱り組促進員逢妻発  L高呈浅慮諷ま電促進長里蔓羞  紬、杢農 才I Lm皿R田エ〈支線迫性鮎  

u⊥鹿妻」且組剋1組促】息貧  灘   
乙【里成L地紋に腹羞拙者   
＿＿」皿山肌底止⊥剋乱隆弘   

出盛   上 中‾    ム上皇   
」三上五竪1日民放並温挽生玉に属ヱ＿生者   

一⊥pLqO且円旦⊥∋臼乱腹致1   

」∠   
＝・・  蘭博昭坦   冨田肩用重言他出跡合音芸 1管用扇田l異地建励金主蓋皿」j過び臼鮎  

2   緒修了一墜金   
」ヱ⊥己廷Ⅰユ1且王鮎巨毘粗旦那lる＿董   

nlnnO円x（   

⊥二止立野拍民浪漫玖但東に属ユ五重  ×巨富は牒‖   

日   

合計餉  円  合計言責  円   甜書員 合計署員 円  

（注〉対敵亭主賞美支出言削二ついてほ∴対象軽業の区分（負担金、補助及び文付会，扶助費）ごとに著1貰内訳を言己戦すること・   （注）対象経甘美支出矧二ついては∴対艶ほ其の区分（負担金、補助及び交付金∴扶助費〉ごとに事l貰内訳を紀戟寸ること・   

u
¢
 
 
 



新  旧  

（別表2－③－（1））  
（3）母子自立支援プログラム策定等事業  

（別表2－③－（1））  

（3）母子自立支援プログラム策定等事業   
ア 母子自立支援プログラム策定事業  ア 母子自立支援プログラム策定事業   
○事業内容  ○事業内容   

プログラム策定件数  件  プログラム策定件数  件   

ぅち面接2回以上  件  ぅち面接2回以上  件   

事菓内容  
（できるだけ詳細に記  

事業内容  
（できるだけ詳細に記   

載すること。）  載すること。）   

※事業内容についてノくンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、 ※事業内容について、／くンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、   
別添として添付すること。  別添として添付すること。   

○経費  ○経費  

経費区分   積算内訳  経費区分   積算内訳  

合計額   円  合計額   円  

（注）経費については、対象経費の区分（報酬、賃金、旅費、需用費、役務費、  （注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役務費、  
委託料等）ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00  委託料等）ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00  
駅～00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。  駅～00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。  

阜
○
 
 



新  旧  

（別表2－③一（2））  l ワ））  
イ就峨準備支援コース事業  イ就職準備支援コース事業  
○事業内容  ○事業内容  

支員 支人員 
（できるだること。）  （できるだること。）  

※事業内容について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、  ※事業内容について、′′くンフレソト等の詳細が分かる資料がある場合には1  

別添として酎寸すること。  別添として添付すること。  

′′又  J又  

経費区分   積算内訳  経費区分   積算内訳   

l l  

円  合計額   円  
合計額  

（注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役務費、委託料等）  （注）経費については、対象経費の区分（報臥貸金、旅費、需用費、役務費、委託料等）  
ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00駅～00駅まで  ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00駅～00駅まで  

往復00円などと詳細に記載すること。   往復00円などと詳細に記載すること。  

皐
一
 
 
 



番  号  

平成  年  月   日  

別紙様式第5  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第5  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  

標記について、その事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。  標記について、その事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。  

1母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書（別表2）  

3 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表3）  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）   

（2） その他参考となる資料   

1母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書（別表2）  

3 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表3）  

添付書頬  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）   

（2） その他参考となる資料  



母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  

l都道血盟脚中信壷為L】＿【  

事  業  名  の転入詔   
8   D_L 蛤事業千  茅付会モの他  墓引p  月見注すの実  す定墨わによ  ‘獣定銅  ▼：：二 三 ・・  国庫ほ助  国庫沌肋  回正絹肋会交   団庫†1勧金  雲引遺 不足謂         （人－ち）  ⊂L  支出詞    もー定謂  丁  T  によろ昭収和   G  基本謂  H  所賢司  付決定司  受入渾i責  X  （K－Ⅰ）  

円   
L   

l■・■コ■■■■  

1／：   

lピー・■重責■センター■事＝  

：  ▼」   
■i■屑九  

指定■市  
ロー生沌王げ暮1    一緒¶分  

l  

／   ／  市■一打分  
■；■円！l  

什宝■▼  
こ匿生浩支揉事業    ・こソ  ＋十1  繋2l ”                           ‾‾‾妄汚  】／Z  

市町村分  ＝工 〉＿  
3／l  

自立文任柏円全事業  
】0／】0  

文揉プログラム策定等事業  

（i己覿上の注意）  

1東雲は、市町村研ヂヰ業【こ対して都道胴県が補助寸る事業（市町村の固持補助事業）並びに都連府鋸甲テう事業（都道府属、指定都市及び中核市の直接補助事業）について以下2、7に基づき・i己入すること・   
なお．市及び袖祉事補所を役暮する町村研吾rr瞼市等就業・自立刃王事業」（市町村の置持補助事業）、「母子芸歴自立丈姥托寸全事業」（市町村の直精神功事業）及び「母子自立支沌プログラム惟軍事業」（市町村の置持補助   

事業）については、別紙様式豪亜こ記入すること．  

2E徹二は、東通知に定める基準頚を柁入すること．  

3F肌こは．各事業ごとにC札工）細及びE経と有比戦して、最も少ない竜Fをi己入すること．  

4瑚こは、平成15年絹1巳日惟児祐乗第0618001号厚生労折尾用均卦児童家庭局言庭福祉課長通知の「母子言庭等日常生汚東経事案の円汁な退官について」の別紙2の長円負担差掛二よる徴収額の合計頚享邑己入すもこと・  

5H恥こけ．各事業ごと（こF恥、′珊差し引いた誘を紀入寸ろこと．  
61拍忙は、H柵の訊こ1／2（母子宗匠自立支I封去月全事業についてほ3／4．母子自立支柱プログラム策定等亭熱二ついては1q／10）を乗した領をi己載すること．（事業ごとに井出された訊こ1・∝）刑未満の樵熱が生した増含は・これを   

切絶て弘のとする．）  

7なお十母子五度等日常生桔支】£事業及びひとり視差庭生活支J£事業の市町村分の各柵乃謂は．別表a乃①及び②の「※1～※4」の令旨†謂を竜己入すること．  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  
過運虚盟二ま邑亙鉦鼓二史整重畳L－m＿け  

事  業  名  
監事業q  苗付会その他 の収入謂  8  蓋引請 （A－B）  ⊂  対背き主t（フ）芙 更出詞  D  Ⅱ定き準によ る■定謂  巳  運定i青  F  1寧  国庫ほ肋 巫本讃  H  控軒1田軍   国庫ほ劾皇 受入藩輝  X  差引過 ：下足謂 （K－1）  L   

屯■■Jl■土tlt●】■  

t席亭q六・す立夏川tンダー▼■〉  円  円  円 1／2  円  円  

こ厚▼日丁生憎貰1一事嘉  ■■■■ 指定■市 中楼市  

十＋l   

♯虻‖田舟  
】一三義一市  

）艦腹生コ舌文ほ事業    中座亙分  ※3 ㌍ヰ  
市町村弁  

1／2  

ま庭自立支ほほ付会事業  
」 コ′4  

自立支援プログラム！策定等事業  L∠   
L  H   

（i己紙上の注意）  

1禾責ほ．市町村カギテラ事業l二対して都連府県が補助する事業（市町村の閲野補助事業）並びに都道府射qテう事業（都護府軋指定郡市及び中打市の直接補助事業）について以下2、7に享づき・i己人すること・   
なお、市及び捲址事輔所を鯉鷹する町村カギカレ般市等就業・自立支は事乳（市町村の置持補助事凱「母子茶庭自立支ほ相場事乳（市町村の直接補助事業）及び「8子自立封夏プログラム策定等事乳（市町可の直接福助   

事業）についてlま、別紙事業式第戴こ盲己入寸ること．  

2E柵には．太】良知に定める基準領を量己入すること．  

3F聞には、各事業ごとにC軋［：柵及びE珊とを比較して、最も少ない領妄邑己入すること．  

4（〕柵こほ、平成1さ年6月1聞雇児福巽第001β∽l号厚生芳他省雇用均等・児立夏庭局言庭福祉課最新ロが8子吉庭写日官主清文才長事業の円滑な退官について」の別統2の受用負担蚤料二よる徴収調の合計訂を柁入寸もこと・  
5H柵には、各事業ごとlこF恥l蛾更し引いた謂をi己入すること．  

6】柵二ほ、H柵か汎こ1／2（母子玉座自立支I雛引寸主事矧こついては3／4、母子自立支揉プログラム闊達有事業についてほ10／1〔ウキ泉こた諦盲邑己載すにと・（事業ことに算出さhた訊こ1・m円未満の粍妄！か生じた増合は、これを   
切持てるものとする．）  

7なお、母子貢庭等日常生活文枝事業及びひとり親玉露呈桔文娃事業の市町村分の各柵の熟ま、別表a乃①及び①の「※1、※4」の合計雷を盲己入すること．  

43   



（別表2－（〇）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書   

（1）母子家庭等日常生活支援事業  （郁遭府鳳名）   

市町村名   は事業買   
▲   8   C   

円   円   円   
D   

円   
E   r   T   

円   円   
G   

円   
H   

円   円   円   
K   

円   
L  

円  

★1   Ⅹ2   

合計  

（記載上の注意〉  

1本喪には、母子家庭等日書生活支援事業のうち、市町村か行う事業に対して榔几が神助する事実（市町村の間接補助事業〉のみモ記入し、軒il府几、指定都市及び中核市の掛補助事業については、   

記入の必要がないこと．く捌肋事業については、別表11こ妃入のこと．〉  

2（：；絹にlも市町村ごとlこA掃からB欄を差し引いた舗せ記入寸ること．  

3E一別こは、市町村＝とに不達如こ定める基準瀾担だ入寸ること．  

4F偶には、市町村ごとにC楕、D橿及びE憎とモ比較して、最も少なl、輝きE入すること．  

5G絹にlと市町村ごとに平成1鉾6月18日産児掛1ざ：01号厚生労船足用均等・児童安息局家庭福祉課暴追知の「母子家庭等日常生活支技事業の円滑な遷宮について」の別紋2仁〉費用負担基準  

によ引放牧群の合計碑モE入すること．  

6H閻には．市町村ごとにF輝かちG憫き彗し引いた恥記入すること．  

7 偶には、H闇の市町村合計挽こ3／4車乗じた‡椎肥入すること．  

8K将には．1阻檀とモ比較して、いすれか少ない方の‡陀記入すること．  

9L尺別こは、K偶の訊こ2／施療じた‡熊記入すること．（1．∝）〇円未満の撒か生じた場合は、これモ切捨てるものと丁る．〉  

（別表2－（∋）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金宝達調書   

餌母子家庭等日常生活支援事業  

市町村名   総事業モ  寄付金その 他の収入鋼   
▲  B   C   D   E   r  G   H   

円   円   円   円   
円  

■■  円   円   

l  l  

／  川  ド1  

※2   

合計  

（馳上の注意）  

1本義には、母子家産等日書生活支雉事業のうち、市町村が行う事業lゴ札．て都道府県か補助する事業（市町村の間接神助事業）のみを記入し．斬遺府鳳、指定叡市及び中核市の直接補助事業については．   

記入の必要がないこと．（蹴神助事業についてIi、別表1に記入のこと．〉  

2q動こは．市町村ごとlこA憫からB称号差し引いた‡椎記入寸ること．  

3E欄には．市町村ごとに不遇知lこ定める抑記入すること．  

4F帽には、市町村ごとにd軋D楕及こFE橋とを比較して．最も少なし一粒記入寸ること．  

5G†軌こは、市町村ごとに平成15年6月18日託児椙晃第061∝01号厚生芳働省雇用均等・児童安息島貫庄福祉課長通知の「母子家庭等日下生活支揺事業の円滑な運苫について」の別帆：戎〉費用負担基準  

による徴収壬≠の合音十顧き紀入寸ること．  

6 H帰には．市町村ごとlこF短かウニ欄を差し引いた！稚記入すること．  

7Ⅰ碗にはH冊の市町村合計鏑に3／4を乗じたi杜記入寸ること．  

8K絹“こは，1猥日間とを比較して、いずれか少ない方の辞を記入すること．  

9L澗には．再訪の3利こy3車乗じた恥記入寸ること．く1．∝0円未満の轍が生じた場合は、これモ切捨てるものとする．）  
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（別表2  

出 ひとり親家庭生活支援事業  （都道府県名）  

市町一寸名  粍事業費   
A  B  C  

円  円  円  
D  E  F  

円  円  円  
G  

円  
H  

円  円  円  

∈⊇  

合喜十  
X3  ※4  

（記載上の注意）  

補助！  

については、記入の必要がないこと．（直接欄助事業についてほ、別表1に記入のこと．）  

2 C偶にl土、市町村＝とにA挽からB欄モ差し引いた讃t記入すること．  

3 E澗には、市町村＝とに本通知に定める基準語を記入すること．  

4 F柘Iには、市町村ごとにC掘、D描】及びE偶とモ比妻葺し．て．最も少ない硝を喜己入すること．  

5 G偶には，F順の市町村合計毛利こ3／4を乗じた‡絶記入了ること．  

61佃には、C閻とH欄とを比較し．て、いすれか少ない方の舗を記入すること．  

7J偶には、】憫の矧こ2／3そ乗じた富戸繕記入すること．（1．000円未満の端歌か生じた場合は、二れ幸切捨てるものとする．）   

（別表三  

出ひとり親家庭生活支援事業  （都道府県名）  

総事業費   

轟  

市町村名     A   寄付金その 他の収入領  B   差引雷亘 （A一己）  C   対象経費の 実支出額  D   算定基準に よる策定盲貞  E   選定絹  F   くFx3／4〉  G   都道ノ何県欄 助踊  H   国産補助基本 請  ■  

（記載上の注意）  

橋助  
については．記入の必要がないこと。（直接補助事業については、別表1に記入のこと。）  

2 Cポ凱こは、市町†寸ごとにAl芯かちB欄モ差し引いた諦を記入すること．  

3 E橋には．市町村ことにオこ通知に定める基準盲弓を記入すること。  

4 F粥訊こほ、市町村ごとにC†臥D聞及びE摘と宴比蒙礼′て、最も少ない硝古記入すること。  

5 G欄には、F闇の市町村合計靖に3／4を索した諦を記入すること．  

6 一幅には、G欄とH摘とモ比妻妾して、いすれか少ない方の富根記入すること，  

7J簡には、Ⅰ順の言削こ2／′3モ乗じた書自室記入寸ること．くl．00こ〉円未満の靖激が生した場合は．これ妄切指てるものとする．）   
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新  旧   

（別表3－①）  （別表3－（》）   

母子家庭等対策総合支援事業内訳書  母子家庭等対策総合支援事業内訳書   

①母子家屋等就業・自立支援事業（母子寮屈等就業・自立文法センター事案）  （D母子家腐事故業・自立支援事業（母子家庭等就業・自立支援センター事業）   
○事業内容  ○事業内容   
1就業支援事業  1就業支竣事業   

2 就業支援講習会等事業  2就業支壌沫習会等事業   

3 就業情報提供事業  3 社業情報提供事業   

4 在宅社業稚漣事業  4在宅放棄推進事業   

5 母子家腫等地域生活支援草葉事業  5母子家庭等地域生活支援事業事業   

養育費専門相銅の配置  養相即棚帥配置   

8 母子真底事故業・自立文鎮センター指導職  6 母子家屋等社業・自立支援センター指導職   
員養成セミナー事業  貝養成セミナー事業   

※事業内容について、パンフレット等の拝細が分かる資料がある堵合には、別添として添付すること．  ※事業内■客について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、Sリ蹄として添付すること．   

○経書  
隷℡【九う｝  墓慕甘1天与I  

○経費  

経費区分   積算内訳   経費区分   
J津曹lズう寸  

積算内所  経費区分   
差益j■「ヌ＋I  

積算内訳   ；陸曹区分   精算内訳  
1社業支援事業  1就業支援事業   1センター当たり  1枕業支援事業  1社業支援事業   1センター当たり  

6，736，000円  6．736，000円  

2就業支援講習会等事業  2社業支援三I習会等事業  1センター当たり  2社業支援！‡習会等事業  2 就業支援講習会等事業  1センター当たり  
8，541，000円  8．541．000円  

3就業情報提供事業  3就業情報世供・事業   1センター当たり  3就業情報提供事案  3 放業情報せ供事業   1センター当たり  

j▲旦7旦．鮎迫8  ＿2止王迫皿通用  

4 在宅社業推進事業  4在宅社業推進事業   1センター当たり  4 在宅就業推進事業  4在宅銑業推進事業   1センター当たり  

2．800．000円  2，000，000円  

5 母子家庭等地域生活支援  5母子家庭等地域生活支壌  1センター当たり  5母子寮鹿等地域生活支援  5母子寮庇等地域生活支援  1センター当たり  

事業  事業   3．359，000円  事業  事業   3．359，000円  

6 母子家庭等敏葉・自立  6 母子家屈等社業・自立  1ブロック当たり  6母子豪庇等就業・自立  6 母子家庭専枕業・自立  1プロッタ当たり  
支援センター指導職員  」一！遁A．姐巴  支援センター指導職員  支捜センター指導職員  
養成セミナー事業  養成セミナー事礫  養成セミナー事業  養成セミナー事業   

合計額   円   合！十硯   円  合雷十額   円   合I十研   円  

（注）経動こついては、対象経費の区分（報酬、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、役務看等）ごとに積算内訳を記載す  （注）昆賛については、対象経費の区分（報酬、共済警、報償手、賃金、旅費、需用熱投摸費等）ごとに積算内訳を妃絶す  
る土ととし、例えば「旅費Jであれば00厭－00釈まで往復00円などと詳細に妃鼓すること．  ることとし、例えば「旅軌であれば00駅～00飲まで往欄00円などと祥細に紀鮭ナること．   

皐
の
 
 
 



新  旧   

（別表3－②）  （別表3一②）   

②母子家庭等日常生活支援事業  ②母子家庭等日常生活支援事業  
部綱県潮寸名＝  

庵）本表は、市町村事案として実施する場合には、市町村ごとに別葉に作成すること。  （注）本表は、市町村事業として実施する場合には、市町村ごとに別葉に作成すること．   

家庭生活派遣家庭家庭生活支墳員派遣延べ回教  区分 
家庭生暗派遣家庭家庭生活支鮎派遣延べ  

区分 

社会的事由を理由とする世帯  社会的事由を理由とする世帯 

自立促速に必要な事由を理由  自立促漣に必要な事由を理由  
とする世帯   とする世帯  

生活環境が激変し日常生活を  生活環境が激変し日常生悟を  
営むのに特に大きな文暗が生   営むのに特に大きな支障が生  
じていう世帯   じている世帯  

件  回  合計件数  件  回  合計 件敬  

崇 ＝＝．l：  対象経費支出予定額  巴 ＝†≡  対象経費支出予定額  

達費区分   積算内訳  経費区分   精算内訳  経費区分  積算内訳  梶費区分   精算内訳  
1事務費   1か所当たり 131．000円  1事拷着  1か所当たり131000円  

2派遣手当  2派遣手当  

（1）子育て文拉  （1）子育て支援  

ア深夜、早朝以外の通常  ア深夜、早朝以外の通常  

勤務時間  劾携時間  

イ三善習全会塘等  イ三露習全会媛等  

ウ早朝、深夜等  ウ早朝、深夜等  

エ宿泊分  エ宿泊分  

オ移動時問  オ移動時間  

（2）生活援助  （2）生活援助  

ア深夜、早朝以外の通常  ア深夜、早朝以外の通常  

勤轄時間  勃棟時間  

イ早朝、深夜等  イ早朝、深夜等  

ウ移動時間  ウ移動時間  

円  合計額   円   合ヲ十額   円  倉吉十額   円   合計額  

は1）経営については、対象経費の区分（報酬、賃金、旅費、需用費、役務費等）ごとに稗夷内訳を記載することとし、  （注1鳩費については、対象経費の区分（軸臥賃金、旅費・需用費、役賄費等）ごとに摘草内訳を記鼓することとし、  
例えば「旅軌であれば00駅～00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。  例えば傾軌であれば00駅～00即ほで往復00円などと詳細に取組すること■  

（注2）基準訝については、各々の区分ごとに計算式に基づき詳細に記載すること。  （注2）基準矧こついては、各々の区分ごとに計算式に基づき洋細に記載すること。  



新  旧   

（別表3－（∋）  （別表3－③   

③ひとり親家庭生活支援事業  （∋ひとり親家庭生活支援事業   
、、鳳・高好一村名 ・ 打T‡寸条 

（注）本表は、市町村事業として実施する場合には、市町村ごとに別其に作成すること．  （注）本表は、市町村事業として実施する鳩舎にlよ、市町村ごとに別業に作成すること．   

n＃蓋内吏   

芋茎名  書璽内女   

1生活支援講習会  1生活支接講習会   

2 健康支緩事業  2 健康支柱事業   

3 土日・夜間電路相技事業  3 土日・攻閉篭諸相技事業   

4 児童相聞維助事業  4 児童拝聞援助事業   

5 ひとり親家庭情報交換手菓  5 ひとり朝軍温情報交換事業   

X事業内容についてノくンフレット．事業計画書等の詳細が分かる資料がある場合には、  X事業内容についてノくンフレット．事業計画書等の甘粕が分かる資料がある場合には．   
別添として節付丁ること．  別添として添付すること．   

01手管   

対象種井貫出予定拝  基準音声  

経費区分   根菜内訳   経費区分   Il芸内訳  

1生活支撞講習会  1生活支は払習会   198，000円×（講座開催回社）  

2 健康支耗事業  2 健康支揺事業   934，000円  

3 土日・夜間竜王舌根鮫事業  3 土日・夜間電拓相談事業  3 土日・夜間t指相扶事業  2．616，000円  

4 児童捕閉経助事業  4 児童訪問緩助事業   01回の訪問か1日の場合  4 児童拝聞維助事業  4 児童訪問援助事   く⊃1日ど方間が1日の□  

乙．脱臼X（訪問延回叡）  L4旦q8×く訪問廷回叡〉  

01回の訪問か半日の場合  01回の摘間が半日の鳩舎  
4止1且田X（相同廷回劇）  Ⅷ且田×く拝聞廷回緻）  

云ひとり横家庭情報交換事壷  5 ひとり損家庭情姐交換事業  5ひとり朝霞腐情事   

‖   

合什頂   円   合計l員   円  

（注）軽費について軋対象ほ費の区分（報乱舞金．旅費，需用費、役精算等）ごとに廿耳内訳モ妃載することとし （注）経費については、対象糧費の区分（報酬、賞金、旅費．需用費、役精算等）ごとにIl貰内訳モ妃較することとし，  
例えば「万策費Jであれif00駅、00劇はで往闇00円などと粗軌こ記載すること．  例えば「方諸費」てあれは00朋～00邪まて注視00円などと払恥こ記載すること．   

阜
0
0
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（別表3－（む）   （別表3－④）   

◎母子買屈自立支緩給付金事業   ⑥申子家庭自立支捷給付金事業   
○事業内容   ∩事業声l雲   

事業名  支給件妻女等   事業名  支給件数等   
三絵組数   五絵＿隆致胤重出   

1自立支援微音紺闇購付金事業   1自立支援教育訓鯉給付金事業   

L高菜技能訓£腿星雲   支払鮎軋長塩姐  支冶延性並u生月j出   

五里註且扱（＿真性呈出】五組曳⊥廷月汲1   フ慕昔指闘1曹侶推拍苫  

Ll⊥高二等枝盛組紋促進員   

三絶佳剋   3＿旦且屁且転換組過温正金1  

（2上A主立捜腹ヱ＝塵金   

※事業内容について仁パンフレット等の注細が分かる資料がある場合には、別添として番付すること．  

三Ⅰ三事業西谷について、／くンフレソト等の往細が分かる資料かある場合には、別梼として謙付すること。  

0緩資   ○経費  

対象車重責実支出音詩  基準有戸   対象控賛美支出硝  基準‡貞   

ほ貫区分  I貞箕内訳  桂質区分  i貴葺内訳   桔斉区分  事l頁内訳  撞着区分  fl貰内訳   

1．自立支ほ教育訓丑給付金事業 1．自立支托教育訓練給付金事業別に定めるところによる  1．自立支援数育訓練給付金事業 1．自立支嬢教育訓練給付金事業別に定めるところによる  

乙脳邑≡1蟻k促進鰯雲  之」産室並＿組剋1既＿促進且象皇室  2」嵐簑】ま能j皿組足並皇室羞 フ哀別古紡！‖l一腹進呈き雇 1血」j臼＆延住血．  

Llユ應農技監鮎息たM  山⊥風量妓鹿且丑絶息ユ且畳   
Z⊥空威1且星Mに隆男と見地」た麦   
＿＿一L鮎」迫0月さ＿eたj皿   

L」至威乙弧級Lこ蛙某と凶遁」∠こ量   
」n五町Jl艮悦j巨毘挽世是に尾エる＿者   

一皿⊂姐後室址   
」」ユ責旦1王1艮戊諸政世登に尾エi者   

＿ 」 L▲励瓜田エ⊥五旺後釜址   岩沌建取合喜美 ユ血（∃び註▼性故ユ  

（之D．室長捜度ユニ睦金  1之Lゝ羊支捜蛙工二時金   
（7）7右打Tl寸悍紺韮…￥押付  ‾   

×（苔l合体加1   

」（∠⊥正弘1壬丘盟粍現世覆に屈iろ＿者  」一－」i」鮎凪巴ヱ⊥支払性圭址   

・・   

合計踊  円  合計硝  円   合計詣 円 合計諦 円  

（注）対象性質実支出絹についてほ、対象ほ賢の区分（章＝旦乱調助及び交付金∴扶助贅）ごとに事l算内訳を記赦すること．   く注）対象経賛美支出挽こついては、対象経費の正分（負担金∴補助及び交付金」服肋責〉ごとに†入貢内訳を記載すること．   

♪
∽
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（別表3－⑤－（1））  （別表3－⑤－（1））   

⑤母子自立支援プログラム策定等事業  （9母子自立支援プログラム策定等事業   
（1）母子自立支援プログラム策定事業  （1）母子自立支援プログラム策定事業   
○事業内容  ○事業内容   

プログラム策定件数  件  プログラム策定件数  件   

ぅち面接2回以上  件  ぅち面接2回以上  件   

事業内容  事業内容   
（できるだけ詳細に記  （できるだけ詳細に記   

載すること。）  載すること。）   

※事業内容について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、  ※事業内容について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、   
別添として添付すること。  別添として添付すること。   

○経費  ○経費  

経費区分   積算内訳  経費区分   積算内訳  

合計額   円  合計額   円  

（注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役按費、   （注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役務費、   

委託料等）ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00  委託料等）ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00  

駅～00疲まで往復00円などと詳細に記載すること。  駅～00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。   

∽
○
 
 

－
 
 
 



新  旧   

（別表3－⑤一（2））  （別表3－⑤－（2））   

（2）就職準備支援コース事業  （2）就職準備支援コース事業  

○事業内容  ○事業内容  

支援美人見  主な事業内容  支援実人員  主な事業内容  

（人） （できるだけ詳細に記載すること。）   （人） （できるだけ詳細に記載すること。）  

※事業内容について、パンフレット、事業計画書等の詳細が分かる資料がある場合には、  ※事業内容について、パンフレット、事業計画書等の詳細が分かる資料がある場合には、  

別添として添付すること。  別添として添付すること。  

○経費   

経費区分   積算内訳  経費区分   積算内訳  

円  合計額   円  合計額  

（注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、需用費、役務費、委託料等）  （注）経費については、対象経費の区分（報酬、貸金、旅費、常用費、役務費、委託料等）  
ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「方ほ」であれば00駅～00駅まで  ごとに積算内訳を記載することとし、例えば「旅費」であれば00駅～00駅まで  

往復00円などと詳細に記載すること。   往復00円などと詳細に記載すること。  

∽
一
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（案）  

雇児発第※※※※※号  

平成21年※月※※日  

各 都道府県知事 殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

人身取引被害者及び外国人DV被害者を支援する  

専門通訳者養成研修事業の実施について   

婦人保護事業の推進については、かねてから特段の御配意を煩わしている  

ところであるが、人身取引及び配偶者からの暴力（以下「DV」という。）  

に関する専門的な知識を持った通訳者を養成研修することにより、人身取引  

被害者及び外国人DV被害者の適切な支援を確保するため、今般、別紙のと  

おり実施要綱を定め、平成21年度から実施することとしたので、その適正  

かつ円滑な実施を期されたく通知する。   

なお、この通知については、婦人相談所に対し、貴職からこの旨周知され  

るようお願いするとともに、地方自治法（昭和22年法律第67号）第24  

5条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。  
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別紙  

人身取引被害者及び外国人DV被害者を支援する  

専門通訳者養成研修事業の実施要綱   

1 目的  

人身取引被害者や配偶者からの暴力（以下「DV」という。）を受けた外国人   

（以下「人身取引被害者等」という。）の相談、一時保護等の支援を行う婦人相  

談所等の現場において、専門的知識に裏づけられた適切な通訳が行われること  

は、必要不可欠なことである。  

このため、人身取引及びDVに関する専門的な知識を持った通訳者の養成研  

修を実施することにより、人身取引被害者等への支援を確保することを目的と  

する。   

2 実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県とする。なお、都道府県は、当該事業を適切  

に実施することができると認めた者に委託して実施することができる。   

3 研修対象者  
次のいずれにも該当する者とする。   

（1） 基礎的な通訳能力のある者   
（2） 研修終了後当該都道府県に通訳者として登録し、通訳活動を行う意思が  

ある者   

（3） 本研修の他、人身取引被害者等支援に係る研修等に参加可能な者   

4 実施内容   

（1） 研修講師  

講師は次の者とすることを原則とする。  

① 婦人相談所及び関係機関の職員  

② 人身取引被害者等への支援に取り組んでいる司法、心理等の専門家  

③ 人身取引被害者等への支援に取り組んでいる国際機関や民間団体職員   

（2）研修の方法及び内容  

① 講義及び演習により行う。  

② 日程はおおむね3日間で行うとするが、受講者の負担を考慮し弾力的に設  

定する。  

③ 講義及び演習は、以下の内容の研修を行う。  

ア 外国人に関する日本の諸制度に関すること  

イ 人身取引の基礎知識に関すること  

ウ DVの基礎知識に関すること  

エ 人身取引被害者の理解と支援に関すること  

．オ DV被害者の理解と支援に関すること  

カ 女性、子ども、外国人の人権に関すること  

キ 通訳者としての守秘義務等の心構えに関すること  

ク ロールプレイ及び事例検討  
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5 専門通訳者の登録  

本研修を修了し、通訳活動を行う意思のある者は、当該都道府県に登録する。   

（別添参照）   

6 事業実施の留意点等  

（1） 本事業の実施に当たっては、地方入国管理局、国際交流協会、民間団体  

等関係機関と連携を密にするとともに、各都道府県のホームページやポス  

ター等を活用しながら、本研修に関する情報の提供を図ること。  

（2） 本研修において、個別事例を提示する際は、被害者が特定されるような  

ことのないよう個人情報の取扱いには十分配慮すること。   

7 国の助成  

国は、都道府県が本事業のために支出した経費について、予算の範囲内にお   

いて別に定めるところにより補助するものとする。  
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別添（様式例）  

登録申請書  

平成  年  月   日   

当該都道府県婦人相談所長 様  

氏  名  

生 年 月 日  （西暦）  年  月  日（  歳）   

T   

住  所  

連 絡 先  （自宅）  （携帯）   

通訳可能言語  第一言語  第二言語等  

通 訳 経 験  

1．平日（月～金）  から  まで  

活動可能時間  曜日  時間          2，休日（土、日、祝日）  から  まで  

3．特定曜日  から  まで   
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